
(1) 適　用　範　囲

この要領は、｢完了検査済」等ワッペン及び「定期検査報告済証」の取扱いについて

適用する。

(2) 目　　　的

所有者(又は管理者)及び昇降機等の利用者に対し、安心して昇降機等を利用して頂く

くために、｢完了検査済」ワッペン又は定期検査報告済証を適切な時期に掲示すること

により、協議会及び検査員の事務処理を明確にするものである。

(3) 「完了検査済」等ワッペン及び「定期検査報告済証」の性格

① 「完了検査済」ワッペンは、昇降機等の竣工時点で行政庁が、建築関係法令及び千葉

県建築基準法施行細則の規定に基づき、完了検査を行った結果、適合と認め｢検査済証｣

が交付されたことを通知するものである。

② 「設置届済」ワッペンは、法第6条第四号に該当する建築物のうち、既存建築物に設

置される昇降機で、法第12条第5項により｢設置届｣が受理されたことを通知するもので

ある。

③ 「報告指定」ワッペンの取扱いについては、D－6ﾍﾟｰｼﾞを参照のこと。

④ 「定期検査報告済証」は、国土交通大臣が定める昇降機等検査員に関する講習を修了

した昇降機等検査員によって､建築基準法第12条第3項に基づく定期検査報告がなされ、

「適合」と認められたことを証明するもので、「安心・安全の証」でもあります。

(4) 「完了検査済」ワッペン又は「定期検査報告済証」の受領時に確認する事項

① 「完了検査済」ワッペンは､確認年月日、番号及び検査済証交付年月日、番号並びに

建物名称、所有者又は管理者、第1回定期検査報告の指定年月、整理番号等を確認する

こと。

② 「定期検査報告済証｣は検査年月日及び検査員氏名、交付番号並びに設置場所､建物

名称､種別用途､有効期限、整理番号等を確認すること。

(5) 交付方法等

① 特定行政庁より発行の承認を受けたものについて協議会が交付代行する。

②

場合は、改善実行計画書の当該項目が改善され､改善工事完了届を受領後､行政庁の承認

を得て協議会が交付代行する。

③ 定期検査を実施してから、新しい定期検査報告済証が交付される迄の措置

ｲ. 期限切れの｢定期検査報告済証｣は、速やかに｢定期検査報告手続中｣の面を表になる

よう差替えて掲示しておくこと。

(6) 有効期限の取扱い

① 「完了検査済」ワッペンでは、ワッペンに記載されている第1回定期検査報告の指定

月の欄に記載されている年月が、「報告指定」ワッペンでも同様記載の年月が有効期限

となる。

1.「完了検査済」等ワッペン及び「定期検査報告済証」の取扱い要領

「定期検査報告済証｣は、検査の結果、検査結果表の要是正欄項目の不適格「レ」を付した
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② ｢定期検査報告済証｣の有効期限は、第1回報告指定月或いは有効期限より遅れて報告

された場合、1年未満となるので注意のこと。

(7) 掲　示　方　法

① 完了検査済等ワッペン又は定期検査報告済証が交付されたならば、速やかに所定の位

置に掲示すること。(折り目より山折りにしてホルダーに収める。)

② 完了検査済等ワッペンは、初回定期検査を終えて定期検査報告済証が交付され、そ

れと差替えるまで掲示して､それ以降は定期検査報告済証が常に掲示されているように、

取扱いに十分注意すること。

③ 掲示位置は、次の通りとする。

ｲ. エレベーター(ホームエレベーター）・・・・・・操作盤上部付近等の見易い場所
(段差解消機､いす式斜行型階段昇降機)

ﾛ. エスカレーター（動く歩道)､小荷物専用昇降機・・操作スイッチ付近等の見易い場所

ﾊ． 遊戯施設､ウォータースライド・・・・・・・・操作スイッチ付近等の見易い場所

(8) 破損、汚損、紛失した場合の取扱い

① 掲示中に､ワッペン、済証又はそのホルダーが利用者の悪戯又は塗装等のために破損、

汚損､紛失した場合は速やかに検査協議会に連絡すること。

(9) ｢完了検査済」等ワッペンの種類及び「定期検査報告済証」の様式

① 「完了検査済」ワッペンの種類

｢ｲ｣定期検査対象物件

ｲ. 確認申請物件 （ｲｴﾛｰ色）

｢ﾛ｣定期検査対象外物件

｢ｲ｣定期検査対象物件

ﾛ. 計画通知物件 （ﾋﾟﾝｸ色）

｢ﾛ｣定期検査対象外物件

｢ｲ｣定期検査対象物件

ﾊ． 指定確認検査機関物件 （ﾌﾞﾙｰ色）

｢ﾛ｣定期検査対象外物件

② 法第12条第5項の規定によるワッペン

ﾆ. 設置届物件 （ｲｴﾛｰ色） ｢ｲ｣定期検査対象外物件

ﾎ. 報告指定物件 （ｲｴﾛｰ色） ｢ｲ｣定期検査対象物件

③ 「定期検査報告済証」

Ｄ-2



｢ｲ｣又は｢ﾛ｣

建築基準法第7条第5項の規定により

確認年月日 令和　 年 月 日 検査済証交付年月日 年 月 日
及び番号 第 号 検査済証番号 第 号

この昇降機の第1回定期検査報告

の指定月は 年 月です。

製造者(メーカー)名

＊建築基準法第７条第5項

｢ｲ｣又は｢ﾛ｣

建築基準法第18条第22項の規定により

確認年月日 令和　 年 月 日 検査済証交付年月日 年 月 日
及び番号 第 号 検査済証番号 第 号

この昇降機の第1回定期検査報告

の指定月は 年 月です。

製造者(メーカー)名

＊建築基準法第18条第22項

名　　　　称 千葉県昇降機等検査協議会

(9)-①

イ.
確
認
申
請
物
件 完 了 検 査 済

(特定行政庁押印欄) (検査協議会押印欄)

所有者又は

管 理 者

設　置　場　所

対象建築物 一般社団法人　　　　

計
画
通
知
物
件 完 了 検 査 済

種別・用途

第 号 機 整理番号

検査実施者は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準法
関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築
主に対して検査済証を交付しなければならない。

(9)-①

ロ.

(特定行政庁押印欄) (検査協議会押印欄)

所有者又は

管 理 者

設　置　場　所

検査実施者は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係
規定に適合していることを認めたときは、国の機関の長等に対して検査済証を交付しなければならない。

名　　　　称
一般社団法人

種別・用途 千葉県昇降機等検査協議会

第 号 機 整理番号

対象建築物

定期検査対象外物件の場合は
この昇降機は定期検査報告不要です。
と記載されたものが交付されます。

定期検査対象外物件の場合は
この昇降機は定期検査報告不要です。
と記載されたものが交付されます。
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｢ｲ｣又は｢ﾛ｣

建築基準法第7条の2第5項の規定により

確認年月日 令和　 年 月 日 検査済証交付年月日 年 月 日
及び番号 第 号 検査済証番号 第 号

この昇降機の第1回定期検査報告

の指定月は 年 月です。

一般社団法人

製造者(メーカー)名

＊建築基準法第７条の2第5項

｢ｲ｣

建築基準法第12条第5項の規定により

届出年月日 令和 年 月 日 届 出 年 月 日 年 月 日
及　び　番　号 第 及　び　番　号 第 号

　この昇降機は定期検査報告不要です。

一般社団法人

製造者(メーカー)名

＊建築基準法第12条第5項

一

二、三号 （省略）

(9)-①

ハ.
指
定
確
認
検
査
機
関
物
件

完 了 検 査 済
(特定行政庁押印欄) (検査協議会押印欄)

整理番号

第1項の規定による指定を受けた者は､同項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に

適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検

所有者又は

管 理 者

設　置　場　所

対象建築物
名　　　　称 千葉県昇降機等検査協議会
種別・用途

(特定行政庁押印欄) (検査協議会押印欄)

第 号 機

査済証を交付しなければならない。この場合において、当該検査済証は、前項第5項の検査済証とみなす。

(9)-②

ニ.

設
置
届
物
件

設　置　届 済

特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、次に掲げる者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若

所有者又は

管 理 者

設　置　場　所

対象建築物
名　　　　称 千葉県昇降機等検査協議会

種別・用途

第 号 機 整理番号

しくは用途、建築材料若しくは建築設備その他の建築物の部分（以下「建築材料等」という。）の受取若

しくは引渡しの状況、建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況又は建築物の敷地、構造若しく

は建築設備に関する調査（以下「建築物に関する調査」という。）の状況に関する報告を求めることができる。

建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を

製造した者、工事監理者、工事施工者又は建築物に関する調査をした者

定期検査対象外物件の場合は
この昇降機は定期検査報告不要で
す。
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(9)-③ 定期検査報告済証

号
第

機

日 号

月
年

発
　
行

月 号

年

第

＊ ＊

室
の
床
面
よ
り
も
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
高
い
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

＊
＊
定
期
報
告
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
昇
降
機
の
う
ち
、
一
戸
建
て
の
住
宅
又
は
長
屋
若
し
く
は
共
同
住
宅
の
住
戸
に
設
置
さ
れ
て
い
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
（
ホ
ー
ム
エ
レ
ベ

ー
タ
ー
は
も
ち
ろ
ん
一
般
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
も
含
み
ま
す
。
）
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
、
小
荷
物
専
用
昇
降
機
に
つ
い
て
、
定
期
検
査
結
果
の
報
告
を
不
要
と
し
て
い
ま
す
。

特
定
建
築
設
備
等
（
昇
降
機
及
び
特
定
建
築
物
の
昇
降
機
以
外
の
建
築
設
備
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
安
全
上
、
防
火

上
又
は
衛
生
上
特
に
重
要
で
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
国
等
の
建
築
物
に
設
け
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
当
該
政
令
で
定
め
る
も
の
以
外

の
特
定
建
築
設
備
等
で
特
定
行
政
庁
が
指
定
す
る
も
の
（
国
等
の
建
築
物
に
設
け
る
も
の
を
除
く
。
）
の
所
有
者
は
、
こ
れ
ら
の
特
定
建
築
設
備
等
に
つ

い
て
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
定
期
に
、
一
級
建
築
士
若
し
く
は
二
級
建
築
士
又
は
建
築
設
備
等
検
査
員
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け

て
い
る
者
（
次
項
及
び
第
十
二
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
「
建
築
設
備
等
検
査
員
」
と
い
う
。
）
に
検
査
（
こ
れ
ら
の
特
定
建
築
設
備
等
に
つ
い
て
の
損

傷
、
腐
食
そ
の
他
の
劣
化
の
状
況
の
点
検
を
含
む
。
）
を
さ
せ
て
、
そ
の
結
果
を
特
定
行
政
庁
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

有
効

期
限

検
査
員

法
第
12
条
第
3項

の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
特
定
建
築
設
備
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
小
荷
物
専
用
昇
降
機
（
籠
が
住
戸
内
の
み
を
昇
降
す
る
も
の
を
除
き
、
昇
降
路
の
全
て
の
出
し
入
れ
口
の
下
端
が
当
該
出
し
入
れ
口
が
設
け
ら
れ
る

氏
　
　
　
　
名

一
般
社
団
法
人
　
千
葉
県
昇
降
機
等
検
査
協
議
会

令
和

保
守
会
社
整
理
N
O
.

保
守
会
社
コ
ー
ド

確
認
済
証
交
付
者

検
査
済
証
交
付
者

検
査
年
月
日

設
置

場
所

建
物

名
称

定
期
検
査
報
告
済
証

月
年

交
付

番
号

令
和

報
　
告

　
先

 定
期

検
査

報
告

手
続

中

交
付

番
号

令
和

報
　
告

　
先

検
査

年
月

検
査

員

氏
　

　
　

　
名

種
別
・
用
途

整
理

番
号

建
築
基
準
法
第
12
条
第
3項

千
葉
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
第
13
条
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建築基準法第12条第5項の規定により、昇降機の定期検査報告の事務を円滑にするため、

「検査済証」未交付の昇降機については下記の通り取扱うこととする。

1. ｢検査済証｣の交付されない昇降機の定期検査報告は建築基準法第12条第5項を適用し､

別紙の様式「建築基準法第12条第5項による報告書」(C-8ﾍﾟｰｼ）により報告する。

2. この場合の報告指定月は､特定行政庁の実施する完了検査の日の属する月に応答する月と

する。

尚、これによって｢完了検査済(ワッペン)｣の交付をしたものと同様の扱いとしたわけでは

なく、安全を配慮して実施するものである。

3. 運　　用

(1) 特定行政庁より、12条5項による定期報告の承認を得た昇降機の初回報告がされた時、

「報告指定(ワッペン)」が発行され、検査協議会から昇降機保守会社(又は検査者)に送付

するが､この場合は特定行政庁は押印しない。

(2) 次年度以降の定期報告については、定期検査報告済証を交付する。

(3) 承認となった昇降機の定期検査報告書(C-8,5)に必ず検査結果表を添付すること｡

4. 建築基準法第12条第5項の規定による報告物件

｢ｲ｣

確認年月日 令和 年 月 日 完了検査年月日 年 月 日
及び番号 第 号 この昇降機は建築基準法第12条第5項の規定

による定期検査報告

報告の指定月は 年 月です。

一般社団法人

製造者(メーカー)名

千葉県昇降機等検査協議会

2.「検査済証」の交付されていない昇降機の定期検査報告の取扱い

(9)-②

ホ.

報
告
指
定
物
件

報　告　指　定

(検査協議会押印欄)

所有者又は

管 理 者

設 置 場 所

対象建築物
名　　　　称

整理番号

種別・用途

第 号 機
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「検査済証」未交付の昇降機の定期検査報告を希望する場合については、下記フローの

とおり取扱うこととする。なお、詳細については各特定行政庁に確認すること。

法12条5項報告

適法確認　様式E-4

特定行政庁から適法確認を

求める指示があった場合

整理番号のある物件：整理番号 法12条5項報告

整理番号のない物件：物件情報 様式C-8

① ｢検査済証｣の交付されていない昇降機の定期検査報告を希望する場合は、当該建築物所在地の

所轄の特定行政庁に事前に相談を行う。

② 特定行政庁は、所有者（管理者）又は保守点検業者に対し当該昇降機の設備情報（様式D-8）

の提出を依頼する。

③ 所有者（管理者）又は保守点検業者は、当該昇降機の設備情報（様式D-8）を特定行政庁に

確認の上、特定行政庁又は協議会に提出する。

④ 定期検査報告提出（フロー④）とは別に、適法確認を求める場合（フロー④´）があるので、

報告内容等詳細については所轄の特定行政庁に確認すること。

⑤ 協議会は、物件情報をもとに整理番号を取得し、所有者（管理者）又は保守点検業者に連絡

する。

「検査済証」の交付されていない昇降機の定期検査報告を希望する際のフロー

　　　　　　　　　　　所有者（管理者）又は保守点検業者

①
事
前
相
談

②
設
備
情
報
提
出
依
頼

③
設
備
情
報
提
出

(

様
式
D
-
8
）

④
定
期
検
査
報
告
書
提
出
指
示

③
設
備
情
報
提
出
（
様
式
D
-
8

)

⑤
整
理
番
号
連
絡

⑥
定
期
検
査
報
告
書
提
出

④
適
法
確
認

⑤
提
出

特定行政庁 特定行政庁

③
設
備
情
報
提
出

(

様
式
D
-
8
）

千葉県昇降機等検査協議会

‘ ‘
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令和　　　　年　　　　月　　　　日

市 課 御中

（FAX　　　　-　　　　　-　　　　、TEL　　　　-　　　　-　　　　）

8

9

10

13

14

確認できる個所について、全て記入してください。

複数基ある場合は、14備考欄に号機数を記載の上、基数分をそれぞれ送付してください。

昇降機等の設備関連情報

送信者
（連絡者）

住　　　所

氏名（法人の場合は役職も記入）

電話番号

FAX番号

メールアドレス

昇降機等の設備関連情報記入欄

1

設置場所

設置場所の名称

設置場所の用途

2 所有者
住　　　所

氏名（法人の場合は役職も記入）

3 管理者
住　　　所

氏名（法人の場合は役職も記入）

4
清掃業者
（施工業者）

住　　　所

氏名（法人の場合は役職も記入）

5 点検実施者
住　　　所

氏名（法人の場合は役職も記入）

6
　昇降機種別
　（エレベーター、エスカレーター等）

7
　昇降機用途
　（乗用、寝台用、乗用（兼車いす用）等）

積載荷重（㎏またはN）

　最大定員

　定格速度

11 　確認済証
　番　　　号

　交付年月日

12 　完了済証
　番　　　号

　交付年月日

　竣工年月

備　　　考

整理番号 　　　　　-　　　　　-　　　　　-　　　　　-　　　　　　　（　　　　　号機）
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1.整理番号体系 - - -
＜例＞ - - - （申請受付順連番）

- - - -
確認申請物件

→昭和

→平成 指定確認検査機関物件

→令和 計画通知物件

2.行政庁コード

旭　     市 四　街　道　市 長　生　郡
勝　浦　市 袖　ヶ　浦　市
鎌　ヶ　谷　市 八　街　市
鴨　川　市 印　西　市
君　津　市 白　井　市
い　す　み　市 富　里　市
香　取　市 南　房　総　市
館　山　市 山　武　市
銚　子　市 大網白里市
東　金　市 安　房　郡
野　田　市 夷　隅　郡
富　津　市 印　旛　郡
茂　原　市 香　取　郡
匝　瑳　市 山　武　郡

３.昇降機等種別コード

エレベーター エスカレーター

段差解消機(含､車いす用階段昇降装置) 動く歩道

いす式斜行型階段昇降機

小荷物専用昇降機 住戸専用昇降機

4.建物用途コード

民間事務所 百貨店 工場・発電所 駐車場
官公庁事務所 スーパー・店舗 倉庫・市場 駅ビル
学校(学園・幼稚園） 病院（診療所・ｸﾘﾆｯｸ） 複合ビル 一般住宅
公社・公団 共同住宅 駅舎（駅構内） 空　港
会館・劇場 ホテル･旅館 タ　ワー その他

5.昇降機用途コード

乗　　用 荷物用 寝台用（兼車いす用） 人荷用（兼車いす用）
乗用（人荷共用） 自動車運搬用 乗用（兼車いす用） その他
寝　台　用 非常用（兼乗用） 非常用（兼人荷共用）

6.個別番号の設定

＊

＊

　千葉市　 年号 Ｒ02年3月 エレﾍﾞｰﾀｰ

02 3 02 1

　3.昇降機等定期検査報告書に係る整理番号体系及びコード表
行政庁ｺｰﾄﾞ 確認年度 種別 申請種番号 個　別　番　号

2 5
3 9

特定行政庁名 千葉県所轄行政庁名

0 1 2 3

1 1 法第6条第1項第四号物件等

49
14 33

03 船　橋　市 12 我孫子 市
15 34

02 千　葉　市 09 八千代 市
11 32

16 35

04 市　川　市 13 浦  安  市
18 36
19 37

06 柏　　　市 24 流  山  市
22 40
23 41

05 松　戸　市 17 木更津 市
20 38
21 39

08 佐　倉　市 26 成　田　市
29 45
31 47

07 市　原　市 25 習志野 市
27 42
28 43

1 6 11 16
2 7 12 17

1
2 7 遊戯施設

8
ホームエレベーター

9 その他
3

5 10 15 20

1 4 7 10

3 8 13 18
4 9 14 19

行　政　庁　名 採　番　時　期 採番・起算方法
採　番　設　定　方　法

確認申請物件
計画通知物件

(指定確認検査機関物件）

2 5 8 11
3 6 9

　9001～連番
松　戸　市 ・当該年度毎、

柏　　　市 機種毎に採番、 （5001～連番）

千　葉　県
千　葉　市
市　川　市 ・確認申請(計画通知)の受付時点

船　橋　市 　0001～連番

我孫子市
浦　安　市
木更津市
流　山　市
習志野市
成　田　市

市　原　市 ＊指定確認検査機関の 　起算する。
佐　倉　市 場合は報告を受けた時点
八千代市

既設第四号及びそれ以外物件 ・行政庁に設置届等があった時点

＊ 県土木事務所物件
・｢検査済証｣が交付され千葉県に

報告された時点
1001～連番 9101～連番

法第6条第1項第四号物件 ・建築物の確認申請の受付時点
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